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令和８年３月２３日 

福祉部介護保険課 

 

 

令和８年度介護保険制度の改正について 

 

１ 報酬改定（令和８年６月から） 

  令和８年度の介護報酬改定率は、全体で＋２.０３％となった。 

  そのうち、介護職員の処遇改善分は＋１.９５％で、令和８年６月に施行予

定である。これは、国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、

「介護分野の職員の処遇改善については、他職種と遜色のない処遇改善に向

けて、令和８年度介護報酬改定において必要な対応を行う」とされたことを踏

まえ、３年に一度の令和９年度の報酬改定を待たずに実施するものである。 

 

２ 高額介護（予防）サービス費及び補足給付に係る改正（令和８年８月から） 

 (1) 高額介護（予防）サービス費支給及び補足給付に係る収入基準見直し 

   令和７年度の年金額改定により、老齢基礎年金（満額）の支給額が現行の

８０万９，０００円を超えることを踏まえ、介護保険料の算定基準を８２万

６，５００円に見直すこととなった。これにあわせ、高額介護（予防）サー

ビス費支給及び補足給付（負担限度額認定制度）における年金収入等の基準

についても、８０万９，０００円から８２万６，５００円に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 基準費用額（食費）の見直し 

  ① 基準費用額（国が定める介護保険施設の食費・居住費の標準的な費用）

のうち、食費について 1日当たり１００円引き上げる。 

  ② ①に伴い、補足給付（負担限度額認定制度）における食費の負担限度額

について、在宅で生活する者との公平性等を総合的に勘案し、負担段階第

３段階①の利用者は１日当たり３０円、負担段階第３段階②の利用者は

１日当たり６０円引き上げる。ただし、負担段階第１段階及び第２段階の

負担限度額は据置きとする。 
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 (3) 負担限度額（居住費）の見直し 

   能力に応じた負担とする観点から、各段階の年金収入等と居住費、利用者

負担等との差額の差の均衡を図るため、負担段階第３段階②の利用者の居

住費の負担限度額を１日当たり１００円引き上げる。ただし、多床室につい

て、介護老人保健施設・介護医療院の入所者又は短期入所サービス利用者で

あって、室料負担が生じない場合の負担限度額は据置きとする。 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 


